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船舶事故調査報告書 

 

平成２６年５月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２５年１０月２２日 ０７時０９分ごろ  

発生場所 熊本県八代市八代港 

八代港防波堤灯台から真方位０４５°４８０ｍ付近 

（概位 北緯３２°３１.６′ 東経１３０°３２.２′） 

事故調査の経過  平成２５年１０月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 UNION
ユ ニ オ ン

 SUCCESS
サ ク セ ス

（ベリーズ籍）、５,６８８トン 

 ９５３８９５７（ＩＭＯ番号）、CHINA NATIONAL ELECTRONICS  

IMP.&EXP.SHANDONG CO. 

 １１０.８０ｍ×１８.２０ｍ×９.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、３,０８９kＷ、２０１０年（建造）    

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍） 男性 ３８歳 

締約国資格受有者承認証 船長（ベリーズ発給） 

交付年月日 ２０１３年５月２８日 

       （２０１６年１２月３１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷中央部に亀裂を伴う擦過傷 

岸壁 コンクリート壁に欠損 

 事故の経過 本船は、船長ほか１６人（中華人民共和国籍）が乗り組み、空船で

台湾台中港を出港し、八代港に向かった。 

船長は、平成２５年１０月２２日０５時００分ごろ昇橋し、八代港

の水路に進入した後、乗組員を入港配置に就け、操船指揮を行い、一

等航海士を主機遠隔操縦ハンドル及びバウスラスターの操作に、操舵

手を手動操舵にそれぞれ当たらせ、八代港の外港Ｇ１３岸壁（以下

「本件岸壁」という。）に向けて針路約０３５°（真方位、以下同

じ。）、速力（対地速力、以下同じ。）約６.５ノット（kn）で航行し

た。 

本船が、八代港防波堤灯台の西方沖に差し掛かった頃、船長は、本

件岸壁前面水域にえい
．．

網中の漁船を含む約１０隻の小型船舶(以下

「本件船舶群」という。）を認め、移動を促すため、数回にわたって
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汽笛を吹鳴したものの、移動する気配がなかった。 

船長は、なんとか入港できると思い、速力を前進最微速の約３～４

kn に減速し、本件船舶群を避けながら、右転するうち、本件岸壁への

進入角度（岸壁と針路のなす角度）が次第に小さくなり、また、行き

あしを減じる操作も行っていたところ、本件岸壁前縁を西北西側に延

長したラインの左側から本件岸壁の西北西端に向けて接近する態勢と

なった。 

船長は、舵とバウスラスターを併用して右転を試みたが、０７時０

９分ごろ左舷中央部が本件岸壁の西北西端に衝突した。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：潮流 八代港口、南島の南東方約５００ｍでは、北北東流約

１.１kn であった。 

   潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

本船の喫水は、船首約３.３ｍ、船尾約４.５ｍであった。 

船長は、ふだん、岸壁への進入角度を約４０°としていた。 

船長は、八代港の水路の基準針路が０３０°であったが、北寄りの

潮流があると思い、約０３３°～０３５°の針路で航行した。 

船長は、２００８年から船長職に就いており、本船には本年の４月

から乗船していた。 

船長は、船長として八代港へ入港するのは初めてであったが、過去

に乗組員として４～５回入港した経験があった。 

船長は、水先人の要請及び操船補助のタグボートの手配を行ってい

なかった。 

九州沿岸水路誌によれば、次のとおりである。 

八代港の針路法  

八代港三ツ島南灯浮標を左に見て内港入口に接近すればよいが、

南北に流れる潮流があるので憩流時を選んだほうがよい。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、八代港の本件岸壁に入船左舷着けしようとし、船長が、右

舵を取って右回頭しながら、本件岸壁に向けて進入を始めたものの、

本件船舶群が前面水域におり、右回頭が適切にできなかったことか

ら、本件岸壁の西北西端に向けて接近し、本件岸壁に衝突したものと

考えられる。 

 本船は、八代港外港に北北東流の潮流があったので、左方へ圧流さ

れた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、八代港の本件岸壁に入船左舷着けしようとし、
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船長が、右舵を取って右回頭しながら、本件岸壁に向けて進入を始め

たものの、本件船舶群が前面水域におり、右回頭が適切にできなかっ

たため、本件岸壁の西北西端に向けて接近し、本件岸壁に衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・港内に操船に支障をきたす小型船舶等があれば、移動を待って進

入すること。 

・岸壁との衝突の危険が生じた場合には、直ちに行きあしを止める

こと。 
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本件岸壁 

衝突場所 

（平成２５年１０月２２日０７時０９分ごろ発生） 

付図１ 推定航行経路図 
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付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

                                平成２５年１０月２２日 

時 刻 北 緯 東 経 船首方位 対地針路 対地速力 

(時:分:秒) (°-′-″) (°-′-″) (° ) (° ) (kn) 

07:01:28  32-31-25.4 130-31-40.3 037 032.6 4.5 

07:02:18  32-31-28.6 130-31-42.5 046 032.9 4.3 

07:02:28  32-31-29.1 130-31-43.0 048 033.7 4.2 

07:02:48  32-31-30.4 130-31-44.0 053 035.6 4.1 

07:03:25  32-31-32.4 130-31-45.9 069 038.9 4.4 

07:03:48  32-31-33.7 130-31-47.3 084 047.2 4.6 

07:03:58  32-31-34.2 130-31-48.0 089 052.7 4.4 

07:04:21  32-31-35.0 130-31-49.6 100 060.9 3.9 

07:04:32  32-31-35.2 130-31-50.4 104 064.5 3.7 

07:04:40  32-31-35.5 130-31-51.0 106 068.2 3.4 

07:04:55  32-31-35.7 130-31-51.9 109 072.0 3.1 

07:05:37  32-31-36.1 130-31-54.1 114 081.7 2.7 

07:05:48  32-31-36.1 130-31-54.9 112 088.9 2.8 

07:07:07  32-31-35.8 130-32-00.4 114 098.5 3.6 

07:07:38  32-31-35.5 130-32-02.4 114 094.8 3.5 

07:07:48  32-31-35.5 130-32-03.2 115 094.1 3.5 

07:07:58  32-31-35.5 130-32-03.9 117 093.6 3.5 

07:08:08  32-31-35.5 130-32-04.5 120 092.0 3.6 

07:08:18  32-31-35.5 130-32-05.4 126 090.8 3.9 

07:08:28  32-31-35.5 130-32-06.3 133 093.3 4.2 

07:08:48  32-31-35.1 130-32-07.7 144 108.7 3.8 

07:09:18  32-31-34.2 130-32-09.5 153 126.0 3.4 

07:10:28  32-31-32.0 130-32-10.7 149 147.5 1.5 

  （注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


